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論文内容の要旨

本論文は処理施設の建設紛争を、その解決手法のーっとされる市民参画に焦点を置き、国法、自治体における施策

の種々、そして裁判所の判断を素材として、処理施設に関する廃棄物行政と市民参画の両者の接点を取りだし、分析

を試みた上で、その解決策を論証するものである。

まず、第一章では、廃棄物行政分野による市民参画の機能と手法について検討する。廃棄物処理法が十分に機能し

ていない中で、廃棄物処理施設を建設するには周辺住民といかにして合意を形成するかということが重要であり、市

民参画が論じられる施設建設においていくつかの参加手法ついて考える。

続いて、第二章では、市民参画への自治体の工夫について検討する。市民参画が叫ばれる中で、自治体は、廃棄物

の規制権限の関係で、国や業者あるいは住民との間で苦悩している。このような状況に置かれている自治体は、自主

条例、指導要綱ないし協定手法といった自治体施策で、カバーしてきたが、これら自治体の自主条例で規制したりする

場合など、かかる判例をみながら考察する。

これらを踏まえた上で、第三章では、市民参画による紛争予防として、廃棄物処理法と条例や個別法、紛争調整制

度を組合わせた法システムの必要性について提案する。自治体は、法律により命ぜられた任務および法律目的を十分

に認識し、自治体の環境条件、市民・事業者の意向、現実の行政能力などを踏まえて市民参画を実践していくことが、

結果的には紛争予防となり廃棄物処理施設建設につながることを論証する。

論文審査の結果の要旨

中井氏の論文は、産業廃棄物の処理施設の設置をめぐる法と政策に関し、これを市民参画との関連において分析し、

解決策を提示するものである。中井氏は、現職の地方自治体職員であり、産廃施設の建設の必要性と、その建設につ

いて住民の理解を得る必要性のはざまにあって、その解決策を模索せざるを得ない立場にある。中井氏は、その解決

策を、行政と産廃業者、住民のそれぞれの利益を調整する制度としての、産廃施設の設置過程おける市民の参加に求

める。端的にいえば、廃棄物処理施設を建設するためには周辺住民の理解を得ることが重要であり、それを得る制度

としてどのような制度を構築する必要があるのか、ということである。本論文は、このような問題意識に基づいて、

A
吐



現実的な問題解決策を提示するものである。以下、本論文の構成と概要を示し、評価を行う。

本論文の第 1 章において、中井氏は、国法レヴ、エルの「廃棄物処理法」が十分に機能していないとし寸評価を前提

に、廃棄物行政分野における市民参画の方法に関して、国及び自治体レヴェルで、みられる種々の制度を整理し、その

意義と限界を概観する。

第 2 章では、第 1 章で指摘された問題点を前提として、地方自治体レヴェルにおける解決策としての、条例その他

の種々の方法を論じる。中井氏は、行政と、民間業者及び市民の三者の聞にどのような利害調整が図られるべきなの

かを、条例や、指導要綱、協定などの種々の手法を論ずる。

第 3 章では、以上の分析を踏まえた上で、市民が参加することによって、産業廃棄物をめぐる紛争を事前に解決す

る方法が重要であるとする観点から、廃棄物処理法と条例や個別法、紛争調整制度を組合わせた法システムが必要で

あるとして、特に、自治体の役割について具体的な指摘と提言を行う。

中井氏の論文は、総じてみれば、産業廃棄物施設の建設をめぐる法と政策に関する主要な諸論点を提示し、そのそ

れぞれの論点に関して検討を加えるものであり、その意味で、この論文は包括的かっ網羅的であると評価することが

できる。中井氏が現職の地方自治体職員であることを考慮すれば、同氏の博士論文は、そこで示された論点のそれぞ

れに関する解決策を、地方自治体の現場で具体的に提示していくために必要不可欠の作業であるとみることができる。

また、学問的にみても、この論文は、日本の憲法学及び行政法学の今日の理論状況を踏まえたものであり、種々の学

説や判例を岨唱して議論を進めており、一定の学問的水準をもつものであると認められる。

ただ、中井氏の論文には、学問的分析として深みを欠くところが散見される。しかし、中井氏は、これを自覚し、

今後とも研究を継続する意思を示しており、これは、むしろ今後の研究の発展を期待させるものである。また、中井

氏の論文が提示する、現実問題の解決に関する具体的な提言にも聞くべきものがあり、本論文の成果を踏まえて、中

井氏が地方自治体の現場において、より深い考慮、に基づいて諸施策を立案し、実施し、それによって、住民の利益の

促進に資するようになることも十分に期待することができる。

以上の理由により、審査委員は、中井氏が自立した研究者に相当する学力を有し、それに相応する業績であると認

めるとともに、今後も研績を重ねることにより、この分野の地方自治体の行政の発展にも寄与することが期待される

ため、その全員一致の判断により、同氏に博士号を授与することが相当であると判断する。
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